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（会議の経過）

第１回鳥海地域協議会

平成２５年６月２５日 （火） 午後３時３０分 開会

佐藤

振興課長 大変お忙しい中、そして暑い中お越しいただきまして大変ありがとうございまし

た。ただ今から平成２５年度第１回鳥海地域協議会をはじめさせていただきます。

はじめに、松田鳥海地域協議会長があいさつを申し上げます。

松田会長 皆さま久しぶりでございます。

平成２５年度の第１回地域協議会ご案内申し上げましたところ、たくさんの皆さ

んにご出席いただきましてありがとうございました。さらにまた忙しい中、市会議

員の皆さまにもおいでいただきましてありがとうございました。いろいろとご指導

お願いしたいと思います。実はこの今年の季節というのは非常に暑かったりとなか

なか雨が降らない、畑作関係は悲鳴を上げているという感じがします。今年は巳年

ということで、もしかすると「巳年のケガジ」かな、といわれる…。鳥海山を見ま

すと雪がまだたくさんある。したがって鳥海山は天気がよいだけでは、雪は溶けな

い。やっぱり雨が降らなければ雪は溶けないということを今年は特に証明している

感じがします。実は「巳年のケガジ」と申しますと江戸時代の後半でございますけ

れども宝暦5年、それから天明３年、そして最後は天保４年のいわゆる東北三大飢

饉というのがありまして、今から約１８０年位前になりますかな、天保の飢饉の時

はこの鳥海で４００人くらい亡くなっています。その当時の鳥海町の人口は五千人

足らず。今、鳥海町が誕生して、鳥海村だったんですけれども５８年になりました。

由利本荘市になってからは８年になりました。人口はと申しますと、一番多い時は

１万３千人だったのが今は少なくなりました。だんだんと江戸中後期の鳥海の人口

に近づいてきたという印象です。これはある意味では世間で騒がれている限界集落

というものも、やがては訪れるのかなと思いました。そんなところをみんなで知恵

を出し合いながら、なんとか今のような元気のある状態で延命することを考えよう

というようなことが大事であります。この地域協議会もその一つであると思います

ので、今日は協議の内容もそれぞれありますが、皆さん、確実になんとか一つ、一

回は発言していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

佐藤

振興課長 協議に入る前に、今日、会に出席させて頂いております職員を紹介させていただき

ます。皆さまから見て私の左側から順に紹介させていただきたいと思います。

（職員紹介。以下省略）

ここで、時間を頂戴しまして高橋総合支所長があいさつ申し上げます。

高橋

総合支所長 高い席から恐縮でございます。

この４月から鳥海総合支所長の任につかさせていただいております、高橋でござ

います。何卒ご指導いただきますようによろしくお願いいたします。

本年度の第１回目の地域協議会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げたい

と思います。

さて、今般の議会におきまして、由利本荘市地域自治区設置等に関する条例と廃

止をする条例が可決されました。この条例の廃止に伴いまして、この地域協議会も

その姿をなくすということになるわけでございます。新たな組織と変わりまして、

まちづくり協議会と名称を変えまして、新しい議会をなされていくわけでございま

すが、委員の皆さまにはこの地域協議会設立以来、２期８年もしくは１期４年間、

合併後の新しいまちづくり、特に当鳥海地域に関する諸々の案件等について慎重な

ご審議をいただき、それなりの成果を上げ得ることができたということに関しまし

て厚く御礼申し上げたいと思います。



本日は石川副市長がこの後、公務の時間等もございまして、このあとの会になん

とか時間を合わせて参加するということでございますので、また皆さまにはそれな

りのごあいさつがあると思います。まずはこの８年間、皆さまのご尽力に対しまし

て厚く御礼申し上げ、一言ごあいさつとさせていただきます。本日はありがとうご

ざいました。

佐藤

振興課長 それでは協議に入る前に、資料の確認をお願いいたしたいと思います。

（資料確認 読み上げ）

それでは協議に入らさせていただきます。

地域自治区の設置等に関する条例第９条第４項の規定により会議の議長は会長が

務めると定められておりますので、松田会長さんよろしくお願いします。

松田会長 それでは早速、協議に入りたいと思います。

まず一つ目は、平成２５年度鳥海地域の主要事業について、を議題としながら、皆

さんに説明をいただき、さらに委員の方々からお話しをいただくという形で進めて

いきたいと思います。

佐藤

振興課長 主要事業につきましては、担当する課長がそれぞれ説明申し上げます。私の方

からは、振興課に関する主要事業を説明させていただきます。

資料の１ページとなってございます、地域づくり推進事業に関しまして、３００万

円となってございます。これは市民団体による地域づくり活動に対する補助金でご

ざいまして、今年度は１１団体から申請が出てきております。二つ目といたしまし

て、交通環境整備事業といたしまして２,９５１万６千円、鳥海地域内には４路線

のコミュニティバスが運行されておりますが、それにかかります管理業務委託等で

ございます。それから地籍調査事業といたしまして４８８万４千円、これは地積図

保留部等修正にかかる部分に要する経費でございます。次に、消防防災施設等整備

事業といたしまして鳥海支団消防指令車の購入費が１台分が５１８万４千円、耐水

性貯水槽４０立方でございますが２基の建設費といたしまして１,３７８万６千円、

平根地内と瀬目地内を予定してございます。消防警鐘楼解体工事でございますが、

これにつきましても２基を予定しておりまして才ノ神地内、笹子の中村地内となっ

てございます。消防用ホース乾燥柱設置工事でございますが、これも２基を予定し

ておりまして、大川端地内と中村地内となっております。基幹集落センター解体工

事といたしまして、１,９２５万６千円を予算計上いたしてございます。

振興課にかかりましては以上でございます。

佐藤

市民福祉課長 続きまして、市民福祉課の関係の事業といたしまして、３事業について主要事業

として上げさせていただいております。

一つ目が、巡回診療所を開設事業であります。これにつきましては平成２２年度

から２６年度までの定住自立圏推進事業といたしまして、３地区の方で第一病院に

委託いたしまして事業しているものであります。３１万５千円という予算でありま

す。なお平成２６年度までの事業ということで、２７年度以降につきまして第一病

院並びに対象地域の方々と協議してまいりたいというふうなことで考えておりま

す。二つ目でありますが、敬老会の開催事業でありますが、１８６万６千円であり

ますが、これは例年通りトレーニングセンターを会場といたしまして、９月２１日

土曜日に開催するということで準備を進めているところでありますので、よろしく

お願いします。



三つ目でありますが住民検診事業でありますが、これは２９０万７千円というこ

とで、これにつきましても例年通り、秋田県の総合健康事業団の方に委託いたしま

して、実施するということで進めているところであります。ミニドックにつきまし

ては７月の２５～２６日が笹子公民館、２９日が直根公民館、３０日が紫水館とい

うふうな日程で７月１日で各集落の方に指示する予定であります。

以上であります。

新田

産業課長 産業課の主要事業につきまして、ご説明いたします。

最初に中山間地域等直接支払事業１億７７６万８千円であります。これにつきまし

ては、現在第３期目が始まっておりますけれども、鳥海全体で急傾斜で２１４万１

２６平米、緩傾斜で１,１９９万３,３０９平米となっております。これにつきまし

ては、国からの助成金がありまして、急傾斜につきましては一反歩あたり２万１千

円、それから緩傾斜につきましては、田につきましては一反歩あたり８千円、畑に

ついては一反歩あたり３千５百円ということで、これにつきましては、耕作放棄地

の発生を防止し、多面的技能確保の観点から、農家あるいは２３の協定集落があり

ますけれども、直接支払いをして中山間地を活性化していく、維持していくといっ

た経費に使われております。

二つ目の直根環境改善センター修繕事業でありますけれども、これにつきまして

もかなりの経年劣化がありまして、今年につきましては風害の階段の塗装等の修繕

に１０７万円の予算を計上しております。

三つ目につきましては、経営体育成基盤整備事業の負担金であります。これは７

１２万５千円でありますけれども、農地整備事業ということで、平根地区でありま

す。早く言いますと、ほ場整備事業であります。平成２５年度、今年度から平成３

０年度までの事業でありまして、由利本荘市では、このほ場整備は１２年ぶりのほ

場整備であります。総事業費が約９億９,１００万円、１０億近いほ場整備になり

ます。今年度は測量試験あるいは換地を行いまして、２６年度から本格的なほ場整

備に入るというものであります。これにつきましては、国の補助金５５％、県が２

７.５％ですか、そして市が１０％の負担金を出します。で、農家負担につきまし

ては７.５％でありますけれども、この７.５％につきましては、農地の集積を行っ

ていくと限りなくゼロに近くという形で説明をしております。

四つ目が、林道の維持管理事業でありますけれども、これにつきましては１４４

万５千円で、林道の除草作業３万２,１６３㍍、約７路線であります。

五つ目が、森林環境保全整備事業でありますけれども、これは市有林の保全を行

うということで枝打ちは４０㌶、９４２万７千円になります。

六つ目が、森林整備加速化林業再生事業で搬出間伐４０㌶であります。前は切り

捨て間伐で、間伐してそのまま置いておくものだったようですけれども、昨年度か

ら間伐につきましても搬出間伐にしなさい、というようなことで今年度は４０㌶の

１千３００万円を予算計上しております。

七つ目につきましては、観光振興事業７２４万５千円であります。鳥海山あるい

は丁岳の登山道等の維持管理する中で、法体園地等観光施設等の管理費であります。

観光施設につきましては、このほかに鳥海荘の管理あるいは温泉施設の管理、ある

いはガス施設の管理等があるわけでありますけれども、ここにつきましては主なも

のをあげておるわけであります。

以上であります。

眞坂

建設課長 それでは、建設課の主要事業について番号順にご説明いたします。

１の社会資本整備総合交付金事業ですが、これは市道芦ヶ渕線芦ヶ渕橋の架替事

業でございまして、今年度の計画といたしまして、用地買収、上部工予備設計、下

部工詳細設計及び筐体一基と暫定盛土工事を予定しております。

２番目の社会資本整備総合交付金事業ですが、市道上直根百宅線の局部改良事業



を予定しておりまして、用地測量と用地買収それからかさ上げ工事を行う予定にし

ています。

３番目の社会資本整備総合交付金事業ですが、建設機械整備事業で除雪ドーザ－

１３トン級の更新事業でございます。これは先ほど行われました６月定例会におき

まして購入契約の議決をいただいております。

次に、４番と５番の社会資本整備総合交付金事業ですが、これは市道大川端猿倉

線と市道伏見線の舗装工事を予定しております。

６番の地域の元気臨時交付金事業ですが、これは市道鳥海線の路線測量と用地測

量を予定しております。

７番目の道路維持事業の工事請負費ですが、６月中旬に８件ほど発注済でござい

ます。

８番目は市道の除排雪と除雪機械の車検定期点検費等でございます。

９番目の長坂除雪センター駐車場舗装工事ですが、これは工事を発注し、完成検

査も終了しております。

以上が建設課の主要事業でございます。

小沼

鳥海・矢島 水道事務所の主要事業ですけれども、毎年継続事業として、石綿セメント管の更

水道事務所長 新事業を行います。今年は分校の近くの西久米地区と、ほほえみの里の平ノ下地区、

それから鳥寿苑の入口の船場台地区を予定してまして、予算としては５千万円を予

定してます。工事期間中に断水の場合はその内容をチラシで各世帯に配布しますの

で、ご理解とご協力をお願いいたします。

以上です。

三森

教育学習課長 教育学習課の主要事業ですけれども、６項目ほどでございます。

まず一つは、鳥海地域統合小学校の建設工事でありますけれども、建設工事関係

は今年が最後の年になると思います。今年の工事内容ですけれども、児童広場の建

設、それからプールの外構工事、それから現在進めておりますけれども、川内小学

校笹子小学校の解体工事でございます。参考までに、現在の工事の進捗率でござい

ますけれども、川内小学校の解体ですけれども約１０％、そして笹子小学校におき

ましては約２０％の工事の進捗率でございます。

２番目といたしまして、スクールバス更新事業でありますけれども、鳥海地域に

はスクールバス１２台がございます。これを毎年、国の補助を得ながら１台ずつ更

新している訳でございますれども、今年は鳥海小学校の笹子中央線２６人乗り１台

を購入する予定でございます。ちなみにこのバスは平成１３年１１月に購入したも

のでございます。

３番目の中学校維持補修事業でございますけれども、高圧気中開閉器交換修繕ほ

か防火扉の修理、それからルール改正等によりましてバスケットラインの塗装、こ

ういったもの３つあります。

それから４番目でございますけれども、自主公演開催事業、中身としては文化公

演でありますけれども、これは旧由利町・旧矢島町・鳥海町三町持ち回りで開催す

るものでありまして、今年は鳥海地域が当番という事で実施する予定でございます。

時期におきましては産業文化祭と合わせて開催したいとこのように考えておりま

す。ちなみに、人選については現在交渉中であります。

それから５番目の民俗芸能伝承活動事業でありますけれども、今年第４０回の獅

子まつりでございます。節目のまつりでございます。これも例年通り８月１６日開

催する予定でございます。

それから直根学習センター改修工事、旧直根小学校でございますけれども、この

旧直根小学校におきましては、前もこの会でお話し申し上げておりますけれども、



地域の生涯学習施設として残す方向で進めておりますので、この各教室の改修整備

それから特別教室等の一部解体という内容でございます。

以上、教育学習課です。

豊島

鳥寿苑施設長 鳥寿苑の豊島です。

主要事業にはうちの方は掲載されておりませんが、資料１の方の３ページを見て

いただけるでしょうか。うちの方では、一般会計と特別会計があります。３ページ

の下の方に書かれておる包括からはじめ、知的障害デイサービス施設運営費という

ことで２，８９０万２千円となっております。また５ページを開いていただけるで

しょうか。これに関しては特別会計でありまして、鳥寿苑の一般管理費からはじめ

いろいろ事業をやった中での運営費、または公債費とか予備費等を含まれた３億９,

２２２万８千円の予算でございます。この中で悠楽館の通所ということであります

けども、屋根及び外壁等が非常に老朽化して、今年当初予算をいただきまして２０

７万９千円ということで施工する予定でございます。

以上です。

菊地

診療所事務長 鳥海診療所です。

５ページをご覧ください。鳥海診療所、直根診療所、笹子診療所なんですが、こ

れは例年の通り人件費、運営費を含んだ合計であります。４億４,２８３万４千円

となります。

以上であります。

松田会長 各主要事業の説明が終わりましたけれども、皆さんから質問がありましたらお願

いします。

Ａ委員 はい。

（眞坂好喜） 市長の頭の中に番楽の伝承館みたいなのを鳥海のどこかに造りたいなみたいな、

はっきりしませんけどもそういう話がチラッと出てましたけども、この直根学習セ

ンターの改修工事にその予算は入ってますか。入ってませんか。

三森

教育学習課長 先ほど申し上げました直根学習センター改修工事の中には含まれておりません。

それで皆さんご承知と思いますけれども、５月３０日の会派代表質問の中で市長が

答弁している内容だと思いますけれども、２０１５年の次期計画の中で協議してい

くというあれを出していますので、これとは全くかけ離して考えていただきたいと

思います。

Ａ委員 というのは、小学校さよ、変に絡むよりも、もしそっちの方の話があるんであれ

ば、お互い親分と子分だべから詰めてよ。誰でもこう簡単に、あの小学校までは見

に行かないよ、悪いけれども。いろいろ飾っても。もっと便利なとこさよ、打ち合

わせした方がいいかな。

三森

教育学習課長 そういう面もこれから実施設計、工事の入札、管理の委託とはじまりますけれど。

体験学習とか民具の展示といったことを検討しながら改修していきたいと考えてお

ります。



松田会長 よろしいですか。

Ａ委員 そうすれば、例えば改修したとして、見込みの年間何名とか試算はどうなってる

のでしょうか。

三森

教育学習課長 これはやってみなければ分かりませんけれども、出来るだけ数多くうちの方とし

ては利用してもらいたいと考えてございます。

Ａ委員 川内のど真ん中とか場所のいいところに立派なのを造ってもらって、番楽でもい

つでもみれるようにした方がいいのではないだろうか。毎日という訳ではないけど

も…。

Ｂ 委 員 いいですか。

(佐藤勝藏)

松田会長 いいですか。

Ａ委員 はい、どうぞ。

Ｂ委員 産業課の７番、観光振興事業なんだけれども、丁登山道と書いているんだけれど

(佐藤勝藏） も、この中に大池名勝沼のあの、今も草だらけになっていると思いますので。出来

れば旧殿様街道というか、名称があやふやなんだけれども、及位のあのあたりまで

１年１回でも整備をするのか、そのあたり聞きたいんですけども。

松田会長 はい。新田課長。

新田

産業課長 大池の方ですね、丁岳登山道ということで、ひとくくりしておりますけれども、

丁道の登山道、大池の方の登山道、これにつきましてもチョウドウいたします。殿

様街道、甑に向かう道路だと思いますけれども国有林の専用林道となっております

けれども、そちらにつきましても、営林署の方なんですけれども、そちらの方にも

ご相談して、出来るだけ登山客とか観光客が歩けるような、要望をしてまいりたい

と思います。

Ｂ委員 よろしくお願いします。

(佐藤勝藏）

新田

産業課長 よろしくお願いします。

Ｂ委員 もう一つなんだけれども。鳥寿苑の施設長になると思うんだけれども、在宅の場

合利用者ですよ、デイサービス含めてショートステイ含めて現状どういうもんだか

な。というは私も社会福祉協議会の評議委員やってるものだから、非常に社会福祉

協議会関係の在宅が非常に難儀しているようで、２４年度はかなりの激減で。私な

りに、こう、やっぱり介護保険発足当時から危惧された部分がでてきたかなと。と

いうのは、民間のあれが非常にあちこちにできてるもんだから…。たしかに社会福

祉協議会は競合しないというのはあるんだけれども、だけども人を雇っているので

あればそれなりに確保していかなければ。それで今、鳥寿苑関係、東光苑も含めま

して指定管理か何か話があるようだけれども、そこらへん分からなければ分からな



いでいいんだけれども、分かる範囲内でお答えいただければ。よろしくお願いいた

します。

松田会長 はい、豊島さん。

豊島

鳥寿苑施設長 先ほどの佐藤さんの方からの質問大体二つということで、居宅に関しては、月大

体３０名ということで、鳥寿苑の方の通所に関してはだいたい平均的にやられてい

るのですが、笹子の悠楽館の通所に関しては、笹子の方が非常に元気だっていうこ

とで非常にケアマネさんが苦労されまして、いろんな形で介護等の信託を行ってい

る状況で。笹子の悠楽館に関してはちょっと下がり気味でございます。

第二問目の指定管理ということで、２７年度、これはあくまでも計画ですが、２

７年度４月１日に指定管理するということで、その間、市としては入所者の家族の

方々の調査ならびに臨時職員の動向について調査する予定でございます。それでい

ろいろ、こう、組合等もありましてそれに関して、ちょっと足踏みしている状態で

ございますので。今後、本庁の方からの指示に基づいて動く予定でございますので、

よろしくご理解お願いします。

Ｂ委員 分かりました。

松田会長 はい。他に。はい。

Ｃ委員 先ほど委員の佐藤勝藏さんからよ、道路についてお話しありましたけど、実は私

（鈴木誠） も危惧しているところですけれども、あそこあのあれ、集中豪雨くると、沢だもん

だから道路にまともにくるわけよ。そして行政の方でも苦労して公共工事みたいに

してやってるども、その毎年繰り返しなんだよな。それで昨年ケーブルテレビの方

が来て、取材ということで大池名勝沼をご案内しましたけれども、あの時はケーブ

ルテレビの車は危なくて入れられなくて、別の方法でまず行ったわけですよ。だか

らこれ、今すぐったって大変なことだから、やっぱり長い目でみて、頑丈なものを

造ってもらうような方法をお願いしたいと思います。私の方も観光マップ持ってこ

られて聞かれても、マップは綺麗だけれども、実際に車が入られないような状態で

は、案内する人も案内できない。そういうのも考慮して、今すぐできる話でなくて

も、お願いしたいと思います。

新田

産業課長 はい。大池の連絡道、名勝沼、大変鳥海の観光の中でも天然記念物的な非常に貴

重な部分ではありますけれども、あそこにいく道路につきましては、これまでも法

面の崩落とかですね、昨年も６月前ですか、崩落がありまして。９月の補正予算に

計上いたしまして、それから着手しまして、やっと１１月に完成したというよなこ

とで。確かに鈴木さんが申されますとおり、側溝ですな、あそこがよくさばけてな

いというような状況なものですから、そこを直しても大雨が降るたびに道路が堰に

なってしまうと、いうようなことでありまして。そこの維持管理も含めまして、側

溝の整備もしながら、道路側が堰にならないように維持していきながら、やはり今

後災害の起きないような形にもっていくようにしてまいりたいと思っておりますの

で、ご理解をお願いしたいと思います。

松田会長 はい、ほかに。

はい、三浦さん。



Ｄ委員 三点ほどお願いします。

(三浦俊雄） まずは一点はですよ、川内小学校、笹子小学校の解体工事がもう進んでいるとい

う状況でありますけれども、跡地については、確かよほど前、再度協議をするとい

うようなことであったような気がします。跡地の利用についてはどうなっていくの

か。これ一点。

あともう一つ、あの、鳥海地域にはたいへん橋梁が多い訳でありまして、それも

鋼橋が。要するに県の橋が多い。たいへん錆が目立ってきているように私は感じま

すので、そういうものが計画的に修繕、要するに塗装計画がなされているのでしょ

うか、ということが二点目。

もう一点は、合併当時、職員の体制として合併することによって、専門性をもっ

た職員を配置すことができる、そういうメリットがあるということが、かなりうた

い文句で出されておりますが。まあ、そういう職員の配置については計画的になさ

れているのでしょうか。また、あわせて職員が他市町村との交流というのが全くな

いような気がしてなりません。出張もなければ、何もない。そういう状況では、や

っぱり職員のいろんな交流もできないということで、新しいものの交流とかそうい

うものが、なかなか交流がないということから非常に内向的になってしまうんじゃ

ないかなという心配をいたします。そういう職員の研修等々を積極的に要望してい

けるのかな。どうかその辺三点ほど、お聞かせいただければなと思います。

今回が第１回で、私たち任期ですので、そういう思いというか、今まで疑問に思っ

たようなことがお知らせいただければありがたいなと思います。

松田会長 はい。

今三つありましたけれども、どなたか。

三森

教育学習課長 はい。川内小学校、笹子小学校の解体後の跡地ということで、現在のところいろ

いろ検討してはおりますけれも、回答はまず更地ということで今はそれしかなって

おりません。いろんなものが考えられますけれども、なにせ面積的にも場所的にも

かなりなものですから、今のところは更地という考えでございます。

それからいずれ学校解体後は、目的があるものは行政財産ですけれども、解体後は

普通財産という扱いになります。

眞坂

建設課長 それでは二番目の質問でありました橋梁の塗装計画でございますけれども、橋梁

の塗装に関しましては合併前に目につく高欄等の塗装は実施した訳ですが、それか

らまた十何年も経ってございますので、今年度から新たに策定する予定の市の総合

計画の中で架設年代の古い順番に事業として計画する予定でございます。

以上です。

佐藤

振興課長 職員に関する質問があったわけなんですが、職員の管理というのは総合支所では

ございません。総務課で一括管理でございますので専門性の職員がどの程度充足さ

れているというのは残念ながら資料がありませんので、お答えできない状況でござ

います。

職員の研修の件でございますが、いろんな案内を見ますと市の単独の研修もやっ

ておられますし、県の自主研修等を使った研修への職員の派遣も行っております。

三浦委員からご提言のありました他市町との交流等につきましては、機会をみて総

務課の方に他市町との交流のご提言があったことは伝えたいと思っております。

以上でございます。



Ｄ委員 はい、ありがとうございました。

(三浦俊雄）

松田会長 はい、三浦さん。

Ｄ委員 再質問ですけれども。

更地で、ということでありますけれども、これは要望です。川内地区のすぐ同じ

部落のテイケイでありますので。更地というのは将来は草ぼうぼうになってしまう

と。砂利などを敷いたとしてもなってしまうと思います。市の花として桜というこ

とで大々的に寄付を募ったり、様々やったりして頑張っておるわけですけれども、

せめて桜ぐらいは対応して、地域の方々に当分の間は協力を依頼して花を咲かせて、

そこから巣立った生徒さんもたくさんおるわけでありますので、大変鳥海山の見晴

らしのいい場所でもあります。そういうただ更地でなくして、将来的には喜ばれる

ような、よかったなと思われるような形での跡地ということを再度検討してもらえ

ないかなということを、これは要望なんですけれども。やはりこれは笹子も同じだ

と思うんです。今までただ更地にしてそれでいいんだという話に、そういう思い出

の本当に思い出の詰まった土地ですのでそういうことを大切にしていくのも行政と

しては考えなければならないのではないかな、と私は思います。

以上です。

松田会長 はい。

Ｂ委員 川内も笹子も同じだと思います。グラウンドありますな、グラウンド。この間、

(佐藤勝藏） 誰かから聞かれたんだけれども。「どうするんだ」といわれても。というのは、運

動会もなくなったし。今は校舎の跡地を言っているようですけれども、グラウンド

はどうするのですか。川内小も笹子小も同じなんだ。

三森

教育学習課長 ただ今の佐藤さんの意見ですけれども、グラウンドも同様、そのままでございま

す。当然、行政財産から普通財産でも管理は市でやらなければなりませんので、学

校がある時のように、常に草がない状態には無理かもしれませんけれども、年２回

程度の除草とか除草散布とかはやらなければいけないと当然考えております。

松田会長 このことは、非常に、地域協議会にも関連ありますので、私ども今月末で任期満

了になりますから、新しくスタートするまちづくり協議会、このあと説明もあると

思いますけれども、そこの議題にしてなんとか進めてもらえればなと思うんですけ

れども。皆さんいかがでしょうか。

（委員より、賛成の声）

松田会長 そういう形で、あの、次の人たちに委ねたい。と、思っていますがよろしくお願

いします。

他に。

（委員より、ありませんの声）

松田会長 では、次に、２４年度、２５年度の地域づくり推進事業についてを議題といたし

ます。



佐藤主査 はい、それでは平成２４年度、２５年度地域づくり推進事業について事務局から

説明をさせていただきます。座って説明をさせていただきます。

はじめに、昨年度、平成２４年度の実績について説明いたします。３ページをご

覧ください。Ａ３版になります。平成２４年度は全１０事業で補助金の合計額が２

０１万２千円でした。内訳を見ますと、新規事業が４件、既存事業が６件となって

います。適用補助率別にみますと９０％適用の環境整備にかかる事業が３件、通常

の７５％適用事業が７件となっています。各事業の目的と効果については、後ほど

こちらのページをご覧いただきたいと思いますが、いずれの事業におきましても地

域づくり推進事業の目的であります、地域の活力増進と連帯感の創出を図り、市全

体の活性化にしする、ということについて一定の効果が得られたのではないかと思

われます。

続いて本年度、平成２５年度の事業でございます。４ページをご覧ください。平

成２５年度は、当初要望４件と委員の皆さまに２回の書面決議をお願いいたしまし

た、追加募集の７件の全１１事業の申請と要望がありました。３００万円の予算額

に対しまして、合計で２４７万５千円の補助金内定額となっております。内訳をみ

ますと新規事業が４件、既存事業が７件となっています。適用補助率別にみますと、

９０％適用の環境整備・講習会事業が５件、７５％事業が６件となっています。各

事業の詳細については、後ほどこちらのページをご覧いただきたいと思いますけれ

ども、本年度で４年目となる地域づくり推進事業が、これまでと同様に地域の活力

増進と連帯感の創出、そして市全体の活性化につながる、という事業の実施になっ

てほしいものと願っています。

平成２４年度、２５年度地域づくり推進事業については以上でございます。

松田会長 はい。今説明が終わりましたので、２４年度につきましてはご質問、あるいは２

５年度についはご意見を含めて。どなたでも。

Ｄ委員 はい。

(三浦俊雄）

松田会長 はい、三浦さん。

Ｄ委員 ２５年度については、確かに２回ほどの書面決議があったわけですけれども、継

続性のあるものであれば、やっぱり期限内に、常に申込期限内に出していただいて

審議するというような。本当にやる気があるということであれば、当然そういうよ

うな形での申請がほしかったなと思います。

もう一つ、２４年度については、事業は終わったわけでありますけれども、新た

な可能性が感じられるという６番の事業等については、あとこれで２５年度では終

わったのかと。やっぱり継続で効果が現れるようなもの、ある程度、その単年度で

備品的なもので購入したいようなもの、そういうものについては、やっぱり継続が

あってこそ、なんとなく成果が出てくるような気がしますが、それらが充分に明確

でないというか、何となく私は残念な気がします。まあそういうひとつの、２４年

度、２５年度の反省点を含めて、私からの意見であります。

以上です。

松田会長 はい。いろいろと前の論点議題に出ている問題でもありますので、答えれる範囲

で。

Ｄ委員 いや、特別ないです。いいです。私は言い放しです。

松田会長 まあいわゆる申込期限につきましては、もっとはっきりさせていかなければいけ



ないと思います。他にいわゆるこの事業の関係者した方々も結構みえてますので、

この機会になにかあれば、お願いしたいと思います。

逆に関係者がいると言いづらいとこもあるけども。

Ａ委員 せば。ええと、あの。２回やっているんですけれども、これに応募してるような

（眞坂好喜） 感じの人が集まって、まあ、要するに悩みなり、目標なりを話合うような集まりを

作ったんですよ。東由利で１回やって、去年文化会館で１回やってます。それに例

えば他のメンバーというか代表の方も申し込んでもらえれば、非常ににぎやかでい

いのかなと思います。だいたい２５名くらい集まりました。

松田会長 これは市民も含めてですか。

Ａ委員 市の協力隊に協力してもらって。

松田会長 そのつながりですか。

Ａ委員 ええ。

例えば東由利であれば、ふたつかみ（？）の金子さんとか。地域協議会の会長も

来ました。

松田会長 課長、この会について情報もらってますか。

佐藤

振興課長 もらってません。

Ａ委員 だからそういう情報は一切、申し訳ないけれども、持ってないんですよね。

松田会長 これ、みんなに参加してもらいたいと言っても内容が分からなければ…。

Ａ委員 要するにこれやろうとしている人たちはまちおこししようていう感じの趣旨だと

思うんですよ。ここに申し込んでる人は。

松田会長 だけどもよ。それは申し込んでるけども。そういう組織があるって誰も分からな

いものだから。分からないとすれば、あなた方で、よしもっと呼びかけようという、

なんか。

Ａ委員 そうすれば、ありますから。

松田会長 課のほうさ、相談してください。

Ａ委員 あるということだけ覚えてもらって。

松田会長 はい。これについては答えるというよりも、みんなでそういう方向をお互いに確

認しながら、チョウソンカンをしようと…。

他にございませんか。

これあれでしょ、２５年度は、もうすでにある程度決まったことだから、ここで

審査するようなものでもないから…。

（場内 ざわめき）



では、ここで一つの確認していただいたということで、問題を感じたことについ

ては改善していきたいと思います。

では、②の２４年度、２５年度の地域づくり事業はこれでよろしいでしょうか。

（委員より、はいの声。）

このあともまだ質問はいいですから、進行中ですので、そのあと皆さんお互い意

見交換しながら応援してやっていただきたいと思います。

③のその他でございますが。

はい。

佐藤

振興課長 その他につきましては、振興課の方から二点ほど報告させていただきたいと思い

ます。

先程来出てきております、由利本荘市まちづくり協議会設置について、説明させ

ていただきます。このまちづくり協議会につきましては、２期目終了後の地域協議

会のあり方についてということで、昨年度鳥海地域協議会においても協議を行って

いただいております。また、八地域協議会会長会、八地域協議会会長副会長連絡協

議会で慎重に審議をいただいた中で、地域の課題解決や活性化を図る上で地域協議

会は必要であり、もし協議会を３期目に継続しないで発展的に終了するとしたら、

協議会がある組織が必要である意見が大半でありました。そこで地域住民による地

域のための協議会として、各地域にそれぞれまちづくり協議会を設置する案を各協

議会に提案させていただき、協議を行っていただき、そしてまた理解を得ながら市

議会６月定例会に由利本荘市まちつくり協議会条例を提案いたしまして、原案通り

決定の議決をいただいております。この協議は資料の５ページ、６ページとなって

おりますので、ご覧いただければと思います。主な部分を朗読させていただきたい

と思います。最初に、設置でございますが、条例第１条といたしまして、地域と行

政の協働によるまちづくりを推進し、地域の課題解決と活性化を図るため、市の地

域にまちづくり協議会を設置するとなってございます。その役割といたしまして、

第３条で決めてございます。協議会は次に掲げる事項について実施するものとする。

一つ目といたしまして協議会活動の企画、立案及び実施、二つ目といたしまして、

地域活動団体等の活動支援及び市民交流の促進。三つ目といたしまして、前各号に

掲げるもののほか、まちづくりに関する活動となっております。大きな二つ目とい

たしまして、協議会は当該区域の住民要望または意見を取りまとめ、市長に提言す

る事ができる、となっております。大きな三つ目といたしましては、協議会は市長

の要請に応じ、会議を招集し、次に掲げる市の施策に関する事項にあって、当該区

域に係るものについて協議し、市長に意見を述べるものとする、となってございま

す。一つ目としまして、市の総合計画、二つ目といたしまして、毎年度の事業計画、

三つ目といたしまして、その他市長が必要と認める事項、となってございます。大

きな四つ目といたしまして、協議会は市の施策に関する当該区域の重要事項に関し、

市長に意見を述べることができる、となってございます。そして、組織でございま

すが第４条、協議会は委員３０人以内で組織する、となってございます。３０人以

内となっておりまして、関係する施行規則を付けておりますが、施行規則によりま

して、鳥海のまちづくり協議会といたしましては、委員の人数は２０人となってご

ざいます。次に協議会の委員は当該地域内に住所を有する者で、次に掲げる者の内

から市長が委嘱する、となってございます。一つ目といたしまして、町内会等から

推薦を受けた者。二つ目、当該区域内でまちづくり活動等を行っている団体から推

薦を受けた者。三つ目といたしまして学識経験者。四つ目といたしまして公募によ

る者。五つ目といたしましてその他市長が認める者となっております。そして委員



の任期及び失職でございますが、６ページにあります第５条といたしまして、協議

会の委員の任期は２年とし、再任を妨げないとなっております。万一委員がかけた

場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とするとなっております。前条

第２項第１号から４号までの委員は、当該区域に住所を有しなくなった時はその職

を失うとなってございます。少し飛ばさせていただきまして、委員の報酬および費

用弁償の額、第８条でございます。第３条３項に定める執行にかかる会議に出席す

る委員の報酬および費用弁償の額は、由利本荘市特別職の職員で非常勤の者の報酬

及び費用弁償に関する条例、その他の特別職の職員の会議等に出席１回の額による、

となってございます。またこの条例の施行月日は平成２５年１月１日からとなって

ございます。この条例ができましたことによりまして 地域自治区及び地域協議会

は廃止されることとなります。

以上でございます。

松田会長 説明は終わりまして…。

これはあの、前にも私ども地域協議会正副会長会議でも何回も議題に出まして、

いろんな厳しい面が出た経緯がございます。で、今までは、私ども無報酬でやって

きた、したがってあまりこの気を使わないで、もの言えた。今度は報酬を出します、

となりますんで。なんかこのへん、ものが言いづらくなる感じがします。それから

もう一つ、任期について４年が今度２年になります。これは私はいいと思います。

大きく変わったのは二点ですね。４年が２年になったことと、無報酬が報酬が出る。

ただし、この報酬もいろいろまた内訳があるようでございます。これはあの、私の

立場からは言えませんので、すいませんけども。

なんかお聞きすることありますか。

佐藤

振興課長 あの、大きく変わったということでありまして、まちづくり協議会は自主活動を

積極的にやっていただきたいというのもございます。先ほど会長さんの言われまし

た報酬が支給されることにつきまして、３条の第３項、つまり市長の要請に応じ会

議がある、市長の要請に応じ会議を招集し、市の施策に関する事項を協議した場合

には報酬、費用弁償を支払うとなってございます。

松田会長 このことは、あれです。この会議が市長招集と会長招集と２つある。市長が招集

したのは報酬が出る。会長が招集した場合は無報酬、このようになっておるそうで

す。そういうところが変わったと。

もし皆さん、ご意見があれば。よろしいでしょうか。ある意味、報告の形になりま

すので。質問はいろいろと出ると思いますけれども。

はい。次に進めていただきます。

佐藤

振興課長 振興課の二点目でございます。コミュニティバスの時刻の変更について、報告さ

せていただきます。一点目といたしましては、伏見笹子線の折り返しに要する時間、

準備時間を現在５分と見ておりましたが、準備がなかなか手間と時間を要するとい

うことで、折り返し時間に余裕を持たせるために、１０分とさせていただきたく、

それに伴いまして運行時刻を変更させていただきたい、というのが一点目でござい

ます。二点目は伏見笹子線の鳥海菜らんど発２０時、つまり第１２便なんですが、

日曜祝日については、これからの変更においては以後運休させていただきたいとい

うのが二点目でございます。これは現在、羽後交通株式会社におきましても２０時

２０分のバス路線につきましては、日曜祝日は運休となっておりますので、コミュ

ニティバスにおきましても同様にさせていただきたいということでございます。

三点目は、関係町内からから強く要望されておりましたが、伏見笹子線の中で新沢



平を経由する系統を１路線設けたいということでございます。形態といたしまして

は、毎週火曜日には、峠ノ下～鳥海総合支所間１往復、毎週水曜日は小川～道の駅

間１往復を運行したいという計画でございます。この運行の回数及び曜日につきま

しては、関係する町内からアンケート等を実施した上で、関係町内会長さんと協議

を行って決めております。この件につきましては、今日の午前中に開催されました

地域公共交通活性化再生協議会で承認されまして、今後、国に変更申請を行い、変

更許可があり次第、運行を開始したいと考えています。出来れば８月１日にはした

いと思いますが、国の手続き期間で延びる場合もございますが、目標としては８月

中には運行を開始したいと考えております。詳しくは資料の９ページに時刻表を掲

載してございます。ただし現在、協議中でございますので、全戸配布の際には表記

など変わる場合もありますので、ご了承願いたいと思います。なお、伏見笹子線以

外の３路線につきましては、今回の時刻変更等については、ありませんのでよろし

くお願いします。

以上でございます。

松田会長 これはいいですか。なんか質問あれば。ございますか。

あの、今、いわゆる、小川の、昔は西街道と言ったんですけれども。大坂新沢平

線で週２回入る、と。

佐藤

振興課長 週２回ということになります。火曜日につきましては、峠ノ下から鳥海総合支所

という形。水曜につきましては、下小川から道の駅ということになりまして。一つ

付け加えさせていただきたいのは、それに使う車両につきましては、現在皿川線に

使用しておりますハイエース１０人乗りを使用させていただきたいと思います。

伏見笹子線に使っております車両につきましては、小川清水渕線を走るのは無理が

あるとのことで、ハイエースを使って運行させていただきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。

松田会長 えー。はい、どうぞ。

Ｂ委員 意見になるのか、ちょっと難しい意見。できるかできないか、一言言わなければ

（佐藤勝藏） いけないな。前、どなたかの委員さんも言っておりましたけれども、今、菜らんど

で乗り継ぎするでしょう、羽後交通のバスと。ちょっと難しいとは思いますけれど

も、今の高原鉄道のよ、あれ（矢島駅）まで、市のバスが行くように、そして羽後

交通のバスもあそこから出るように。というのは、非常に苦情が。私は車で直接動

いてるから、あんまりないんだけども。あれを利用してる人は、非常に乗り継ぎが

案配が悪いというので苦情が聞こえてきます。いずれにしても羽後交通さんにも高

原鉄道にも補助金は出してるでしょう。そのあたりでなにか、政治的な何かでも、

うまくいくような方向が。あくまでも住民がより良く出来るようにするのが、やっ

ぱり一つのあれでないか。会社の都合もあるとは思うんだけれども、そのあたり、

やっぱり住民がより良く利便性をするのが、一つのものじゃないかなと思います。

このあたり本当、市長さんがいるとこで言えばいいんだろうけども。私はそういう

意見です。非常に、声が聞こえたわけですよ。非常に案配悪いなぁと。矢島の人も

そう言ってましたよ、矢島の人も笹子さ行きづらくなったなぁなんて言ってました、

矢島の人も。まあ意見です。

松田会長 今の質問は、あれです、なにか。

Ｂ委員 いや、別に。



佐藤

振興課長 まず、コミュニティバスと羽後交通の連携の件につきましては、接続できるよう

に考慮してございます。あと、羽後交通のバスと山ろく線となりますと、なかなか

難しいところはあるのかな、と思いますが。

松田会長 実は、公共交通の会議に午前中、私も行ってきました。いろいろと、羽後交通か

らも来ますし、高原鉄道も来ます。そういう会議があるんですけれども。やっぱり、

羽後交通は羽後交通で、一つ今までの既得権というのがあって。

Ｂ委員 それは分かります。

松田会長 それで。あるもんだから、おめだやめれっては言われないわけよ。

Ｂ委員 それは分かるども。

松田会長 羽後交通やめるってば、やめだってば、市で動かないと、そこのところは。

Ｂ委員 そういうことでなくて。その順番は分かるんだども。だけども利用する人が不便

を感じているのをなんとかするのが、今の時代だべった。

松田会長 それに関しては、私も聞いてますけれども。

Ｂ委員 いやー、それは会長、答えなくてもいんだ。

松田会長 問題はよ、やっぱり乗らねばコミュニティバスも廃止されますから。だから、や

っぱり乗ってください。私も今日ここに来るとき、無理して２時。会議に行って、

１人貸し切りだったので、あれは。

Ｂ委員 やっぱり、どちらも乗りやすくよ、するためにはよ。やっぱり不便だば乗らねど

思うんだよ。んだど思うよ。

松田会長 今度、じゃあ、廃止になればどうなるのか。乗合タクシーなんですよ。連絡しあ

って来てもらいたい時来てもらう方法もある。経費がつらい。そのへんもあります

ので、大いに利用するようにお願いしたいと思います。

眞坂副会長 もしあれだば、利用状況みたいなものを大雑把でもいいから教えてください。

Ｂ委員 データ出てますか。

松田会長 出てます。何％の乗車率、みんな出てます。由利本荘市全部出てますので、もし

あれだば、課長、コピーしてよ、皆さんに。今日の会議資料。

佐藤

振興課長 あとで、懇親会もあるでしょうから。その際にでも。



松田会長 それまででいいです。お願いします。あんまり遡る必要ありませんから。

今日、皆さんに、あげてください。

それでは、各課長方からお願いします。

佐藤

市民福祉課長 市民福祉課の事務連絡をさせていただきたいと思います。

一つ目が、災害廃棄物の受け入れについて、であります。昨年度から岩手県の野田

村から災害廃棄物の可燃物の受け入れをしておりました。昨年は１５３トンを受け

入れておりまして、今年も受け入れる予定でありましたが、岩手県より可燃物の災

害廃棄物はほとんどなくなっているということで、現在は岩手県内で処理できる量

ということで、本年度は秋田県に委託しないというふうな回答をいただいておりま

して、岩手県知事から秋田県知事の方に御礼文もきておりますので、ご報告申し上

げたいと思います。

二つ目でありますが、民生委員・児童委員の一斉改選について、であります。任期

は民生児童委員法の１０条によりまして、３年というふうなことでしております。

本年の１１月１日に全国一斉に改選されます。鳥海地域の民生委員・児童委員及び

主任児童委員３０名のうち、現在８名の委員の方々が退任の申し出があります。退

任される地域の行政協力員の皆さまに、後任の推薦をお願いするということで、現

在お願いしております。今後、推薦いただいた方々を当局で依頼に伺いまして、決

めていきたいと思っております。

三つ目でありますが、温泉バスの運行の変更であります。温泉バスにつきましては、

これまで火曜日と木曜日に集落を１２ブロックに分けまして、４月から１１月まで

運行しておりました。平成２３年度と２４年度の２年間で、全く利用されてない町

内が目立つということで、今年度から８ブロックに再編いたしまして、木曜日のみ

ということで変更し、４月から運行させていただいております。なお温泉バスの日

は、保健師による血圧測定や健康相談も行っておりますので、申し添えたいと思い

ます。それから四つ目でありますが、学童保育施設の移転であります。鳥海地域の

３つの学童保育施設は３施設とも昭和５６年以前に建てられた建物のため、耐震強

度を有する施設ということで、移転を検討しておりました。近年の出生数の減少に

よりまして、保育園の園児室に空室が出てきたということで、とりあえず保育園の

改築の補助金交付要件に関係がなくなっております直根保育園を４月１日から、直

根学童保育施設を直根保育園に移転しておりますので、ご報告申し上げます。なお、

川内と笹子の学童保育施設につきましても、平成２６年の４月以降、来年ですが、

移転したいというふうな計画でおりますので、申し添えたいと思います。

最後に、私、市民福祉課長になりまして丸２年間、委員の皆さまには建設的なご意

見をいただき、誠にありがとうございまいた。今後も由利本荘市、特に鳥海地域の

発展のためによろしくお願いしたいと思います。大変お世話になりました。ありが

とうございました。

以上です。

松田会長 ほかに、ありますか。

三森

教育学習課長 鳥海教育学習課ですけれども、御礼を申し上げたいと思います。

先月行われました、５月２９日に行われたチャレンジデーでございますけれども、

大変皆さまにはお忙しい中、特にうちの方はさつきということで大変皆さまにはご

迷惑というか、ご協力いただき、各町内会、企業、各種団体、学校からかなりのご

協力を得まして、対戦相手の愛知県碧南市の成績を上回ることができました。大変

ありがとうございました。この席をお借りしまして、厚く御礼を申し上げたいと思

います。今回、このイベントにつきましては、初めての由利本荘市のイベントでご



ざいました。情報不足、ＰＲ不足、それからスタートの遅れ、集計方法などいろん

な問題がありましたけれども、このイベントにつきましては、来年度も引き続き実

施することとしておりますので、ぜひ来年もよろしくご協力等お願い申し上げたと

思います。

それから一つ、お願いでありますけれども、今月の２９～３０日、水林球場リニュ

ーアルオープン記念として、プロ野球イースタンリーグ公式戦があります。いわゆ

る２軍戦でございますけれども、まだまだ観覧席に余裕がありますので、なんとか

観覧していただきたいとお願い申し上げたいと思います。なお、チケットにつきま

しては、教育学習課それから直根・笹子出張所にもありますので、なんとかよろし

くお願いいたします。

以上です。

松田会長 はい。ほかに。

もしなければ今、皆さんに実績を出してますので、振興課長から簡単に説明を。

佐藤

振興課長 説明と申しますか、表の見方を簡単に。よろしいでしょうか。

各月ごと各路線４ブロックに分かれておりますが、左上につきましては、平成２

４年度の乗車実績が記入されております。その下のカッコ書きが平成２３年度の乗

車実績、右の方が年間乗車計に対する達成率、そしてその下が平成２３年度に対す

る比率となってございます。ちなみに、鳥海地域の伏見笹子線につきましては１年

間で１万２,２８７人となっておりまして、計画に対する達成率は７７．６％とな

ってございます。猿倉線につきましては、１，１４１人で計画に対して７６．３％、

前年度に比べましては８９．１％となっておりまして、利用者は増えてるというこ

とでございます。中直根線につきましては、平成２４年度が４，２５９人、２３年

度が４，３０３人となっておりまして、計画に対して８６．５％、前年度に比べま

しては９９.０％と、中直根線につきましても前年度より少ない利用者となってご

ざいます。皿川線につきましては、平成２４年度が１,６３７人、２３年度が１,９

４２人となっておりまして、計画に対して７５．７％、前年に比べましては８４．

３％と、これにつきましても前年を下回る結果となってございます。

以上でございます。

松田会長 皆さんの資料の左下の所に番号があって、これに表の見方がついてますから。２

３年、２４年の対比になってますから。

（場内ざわめき）

その他１つ終わりましたけれども、もう１つその他があるので。案件があるよう

でございますので、話をしてからという形で、この場でお願いします。協議は一応、

終わりましたけれども、３番目のその他をお願いします。

Ｆ委員 ３番目のその他で、いいですか。

（佐藤敬助）

松田会長 はい。

Ｆ委員 あの、私も分からなくて聞くんですけれども。フォレスタ鳥海、矢島からの、あ

の道路、まだ閉鎖、通行止めですか。

あれはどこの管轄でいつ頃まで…。

眞坂

建設課長 あれはこの間、矢島総合支所で仮設道路の発注はしたと伺ってます。その、仮設



道路の工事ですけれども、８月いっぱいまでにはやりたいような話はしてました。

今のところはそれくらいしか情報は私の所には入っていません。

松田会長 盆までは何ともならないわけですな。

（場内ざわめき）

佐藤譲司 ６月いっぱいで仮設道路といったんだけれども、災害の認可が。山科建設に発注

議員 済だそうです。道路そのものは矢島の総合支所管轄ですので、できれば、本庁の方

からもう一回、なるべく急いで８月といわず７月中でも仮設道路をするようにお願

いします。

Ｆ委員 ぜひ、お願いしたい。

（場内ざわめき）

松田会長 はい。ほかにその他で何か、皆さん。任期で最後ですので聞きたいことがあった

ら。皆さんに発言してもらいたいと要望してましたけれども、なんかありませんか。

このあとの会議もありますので、次に進めたいと思います。総合支所長からお話

しがあります。

高橋

総合支所長 協議の方は慎重にご審議いただき、ありがとうございました。本日のご意見は新

しいの組織の方に引き継ぎ、協議いたします。

私の方からは、市の方針を一つ、皆さまの方にお伝えして、ご理解いただきたい

と思います。鳥海診療所の医師の確保について、でございます。ご承知のように現

在、鳥海診療所には綱島紘治医師が平成１３年４月１日から就任されまして、地域

医療のために献身的に診療をしていただいておるところでございます。由利本荘市

職員の定年等に関する条例では、鳥海診療所において医療事務に従事する医師の定

年は年齢７０年にするということに規定されておりまして、綱島医師は本年平成２

５年３月３１日をもって定年ということになっておりました。それを見据えまして、

市では後任医師の確保ということで、県内各医療機関に依頼をはじめとして、全国

医療専門誌への掲載をするなど、また平成２３年度からは市のホームページにも掲

載し、広く全国から医師の募集をお願いしたところでございます。その結果、昨年

度応募医師が１名おりました。数回に及ぶ面談をいたしまして、赴任についてお願

いをしたところでございますが、誠に残念ながら承諾を得るには至りませんでした。

それを受けまして、引き続き再度ホームページや情報誌での募集を続けてまいりま

したが、問い合わせは数件あるものの、応募を得るまでには至りませんでした。こ

のため、定年でありました綱島医師に定年を１年延長して、本人の了承のもと、ま

た診療にあたっていただいておるというのが現状でございます。この後任の医師の

確保について関係機関等から異口同音にご指摘、言われますことは、有床すなわち

入院病床での医師確保はかなり難しいであろうと。まあ、この１９床という問題も

あるわけでございますが。ということでありました。現在は交通インフラの整備も

伴いまして、旧本荘市の総合病院との連携も密にしながら、この診療所の機能をな

んとか果たしていきたいというのが市のスタンスであります。この診療所の計画は、

私ども地域住民にとって最も重要な問題であることは言うまでもありませんが、そ

の診療所を残すためには、後任の医師の確保がより急務であるということも同様で

あろうかと思います。医師の確保において、１９床の入院病床があるということが

大きな課題であるということであれば、入院病床の廃止ということも一つの選択肢

として検討せざるを得ないのではないのか、ということでございます。こういった

苦渋の選択をせざるを得ないということも、この鳥海診療所を残して、地域医療を



守り、そこで医師の確保のためと、ぜひともご理解いただきたいというふうに思い

ます。本日、この一つの方針をご提示申し上げましたが、今後、新しいまちづくり

協議会、それから地域住民の皆さま共々ご理解いただけますように、私ども精神誠

意ご説明させていただきたいと思いますので、一つよろしくお願い申し上げます。

以上です。

松田会長 ということで、今ここで話があったということで。それぞれ他に言ってくれとい

う意味でなくて、心に留めおいていただきたいということであります。

予定された案件等が全て終了しましたので、終わりたいと思いますが、私から最

後に一言お礼申し上げます。合併協議会では、眞坂孝衛さん（副会長）たちと合併

について云々、大いに議論いたしまして、そのあと合併後はこういう地域協議会と

いう形で任命されまして、８年間会長という立場でいろいろと皆さんにいろんな無

理を申し上げながら、あるいは委員の皆さまから助けていただきながら、特に課長

さん方にはいろいろな資料の準備、あるいは説明等をお願いしまして、大過なく過

ごしてきた。このことも私はまだまだ、今さら勉強不足と言いかねますけれども、

なかなかこういう地域の問題というのは、常に現在進行形でございまして、「終わ

った」がないんです。また新しい問題ができて、また次に進む。そういう状況でご

ざいますので、そういう中で今日まで皆さんと一緒にやってくることができたとい

うことを心からお礼を申し上げまして、任期満了によるあいさつとしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。

（場内 拍手）

佐藤

振興課長 長時間に及ぶ協議、大変ありがとうございました。また２期８年、あるいは１期

４年という長い間大変お世話になり、ありがとうございました。これからもよろし

くご指導等たまわりたいと思ってございます。

これを持ちまして、地域協議会を終了させていただきます。大変ありがとうござ

いました。


